
　

① 申請書に必要事項を記入のうえ、射水市観光協会へ申請

　　◆メール・FAX・郵送等で申請願います。

② パンフレット等の送付（製作途中の場合は「企画書・計画書等」）

　　◆メール・FAX・郵送等で原則申請から1ヶ月以内

③ 申請内容に基づき支援金額を算出

　　◆一人当たり単価／市内消費額の10%計算で算出します。

④旅行会社ツアー組込消費支援事業【支援内容決定通知】の送付　

　　◆申請から2週間以内に郵送します。

⑤ 出発人数の途中報告

　　◆メール又はFAXで出発月翌月の第1週目を目途に報告ください。

⑥ 出発人数の最終実績報告

　　◆メール又はFAXをもって設定期間終了後速やかに報告願います

　　◆年度末に際しては、3月18日(火)まで報告願います

⑦ 旅行会社ツアー組込消費支援事業【精算金額決定通知】の送付

　　◆⓺の最終実績報告後1週間以内（3月のみ3月24日（月）まで）に郵送します。

⑧ 旅行会社ツアー組込消費支援事業【請求書】の送付

　　◆請求に際して⑦の【精算金額決定通知】確認後郵送してください。

　　◆【請求書】は、各社所定の請求書をもって請求願います。

⑨ 旅行会社ツアー組込消費支援事業【支援金額のお支払い】

　　◆⑧の【請求書】着信月月末締め翌月25日払い（土日祝日の場合は翌営業日）で

　　振込みします（振込手数料は、受取事業者のご負担にてお願いします）。

◆申請から支援金の精算に至る流れ

令和6年度（2024年度） 富山県射水市

旅行会社ツアー組込消費 支援事業

例1）①新湊きっときと市場へ最終日の立ち寄り【700円】、②新湊かに小屋でカニ1杯付【3,000円】の場合①✙②

☞3,700円×10％＝参加者１人に付370円の支援となります。

例２） ①市内のすし店で富山湾鮨の食事【3,000円】の場合☞3,000円×10％＝参加者１人に付300円の支援となります。

詳しくは、射水市観光協会へお問い合わせください。

実施要綱 射水市内の飲食・観光事業者等の消費組込みに対する宣伝費の支援

適用期間 2024年5月1日(水)～2025年3月16日(日)出発分 但し、予算に達した時点で終了となります。

支援金額 射水市内を対象とした「ツアー組込消費総額の10％相当額×出発人数分」を支援

清算方法 ツアー設定期間終了後、確定金額を、観光協会より指定口座へ送金

適用対象 募集型企画旅行で射水市内での組込消費を有するツアー又は、射水市着地型商品の取組

適用条件 ① 射水市内での食事又は有料観光施設(入場・乗船・入館等）の利用

② 射水市内の物産（お土産店）店への立寄り（1日目～最終日前日は300円、最終日は700円の消費額で算出）

③ 射水市内の観光素材画像の販売ツール(パンフ・新聞・インターネット等)への掲載

申請方法 申請書「ツアー内容の記載」の提出及び告知用販売ツールの提出
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冬期誘客特別助成！支援金額20％に！

（11月1日～2025年3月16日出発分）

※新規申込に限ります。



申 請 日

1 コースNo

2

3 実施期間 目標人数 名

4 出発地 設定本数 本

5 行程概要 宿泊地

１日目

２日目

３日目

最終日

6 射水市内での飲食・入場・立ち寄り・有料観光施設等の利用について

日目 時間 円

日目 時間 円

日目 時間 円

日目 時間 円

7

会社・事業所名

TEL・FAX

ご担当者名　MAIL

事業所の住所 　　 〒 県 市

滞在時間利用日程

□その他

□着地型商品販売の取組

利用内容（事業所名等）

□パンフレット

□新聞広告

□情報誌

□インターネット

告知内容（パンフ制作部数、新聞・情報誌・インターネット等の掲載内容）ツアーの募集方法

金額(単価)

申請書「ツアー内容」 年   　 月    　日

スケジュール

会社名又はブランド名

ツアー名又は商品名

2024年(令和６年)度 旅行会社ツアー組込消費 支援事業【申請書】

事業実施主体 一般社団法人射水市観光協会 (担当/事務局長 源代 薫・げんだいかおる)

0766-84-4649 fax84-2151 mail : kankou@po3.canet.ne.jp

実施要綱 射水市内の飲食・観光事業者等の消費組込みに対する宣伝費の支援

適用期間 2024年5月1日(水)～2025年3月16日(日)出発分まで

支援金額 射水市内を対象とした「ツアー組込消費総額の10％相当額×出発人数分」を支援

（冬期誘客特別助成！支援金額20％になります。11月1日～2025年3月16日出発分 ※新規申込に限る）

清算方法 ツアー設定期間終了後、確定金額（非課税）を、観光協会より指定口座へ送金

適用対象 募集型企画旅行で射水市内での組込消費を有するツアー又は、射水市着地型商品の取組

適用条件 ① 射水市内での食事又は有料観光施設(入場・乗船・入館等）の利用
※自由食の昼食は一人700円として計算します。（自由食の夕食は要相談）

② 射水市内の物産施設への立寄り（1日目～最終日前日は300円、最終日は700円の消費額で算出）

③ 射水市内の観光素材画像の販売ツール(パンフ・新聞・インターネット等)への掲載

申請方法 申請書「ツアー内容の記載」の提出及び告知用販売ツールの提出

受付



様

発 送 日

申 請 日

1 コースNo

2

3 実施期間 目標人数 名

4 出発地 設定本数 本

単位/円

宣伝費(単価)

×出発人数

発 送 日

申 請 日

1 コースNo

2

3 実施期間 目標人数 名

4 出発地 最終実績 名
単位/円

宣伝費(単価)

×出発人数
　内訳：

ツアー名又は商品名

通知内容

会社名又はブランド名

令和６年度 旅行会社ツアー組込消費支援事業　【支援内容決定通知】　

令和６年度 旅行会社ツアー組込消費支援事業　【精算金額確定通知】

申請内容「ツアー内容」

承認日 承認番号

申請内容「ツアー内容」

会社名又はブランド名

ツアー名又は商品名

支援金額(非課税)の請求について

通知内容
承認日 承認番号

■貴社所定の請求書をもって、次のとおり請求願います。

◍ 請求書宛名「一般社団法人射水市観光協会」

◍ 請求先住所「〒934-0011 富山県射水市本町2丁目

◍ 請求書但し「旅行会社支援事業 承認番号 Ｒ○○○-〇〇〇」と記入 ※承認番号を必ず記入願います。

※振込先金融機関名を下記のとおり記入ください。

銀行名・支店名（フリガナ）、口座種別・口座番号、口座名義（フリガナ）

◍ 振込手数料「貴社負担にてお願いします。※振込時に差引いたします。」

◍ 精算方法 「精算金額確定通知発送後、翌月の１０日までに請求願います。」

※請求書確認月の２５日に振込となります。（25日が土曜・休日の場合は翌週の月曜日）

※但し、年度末精算においては、3月21日までに請求願います（3月末日までに振込）

２０２４年（令和６年）度
旅行会社ツアー組込消費支援事業

一般社団法人 射水市観光協会

担 当：事務局長 源代 薫

0766-84-4649 fax 84-2151 

mail：kankou@po3.canet.ne.jp

一般社団法人射水市観光協会

会 長 牧 田 和 樹

担 当 源 代 薫

一般社団法人射水市観光協会

会 長 牧 田 和 樹

担 当 春 日 哲 男 ㊞

旅行会社ツアー組込消費支援事業における出発人数の報告」について（お願い）

① 各月の出発人数については「1ヶ月に1回（出発月翌月の第1週目）に報告願います。

② 3月出発は、3月18日（火）に、適用期間全体の出発人数を各月毎に報告願います。

※①において報告の人数から変更となった場合は、正当な人数の報告をお願いします。

③ 出発人数の報告は、次のⒶ又はⒷのいずれかによる報告をお願いします。

Ⓐ人数を下記に記入（入力）のうえメール又はFAXによる返信

Ⓑ別途メールによる報告「この場合、必ず承認番号を入れて報告願います。」

- -

■【出発人数の報告】■■■■■■■■■■■■■■

5月＿＿名 6月＿＿名 7月＿＿名

8月＿＿名 9月＿＿名 10月＿＿名

11月＿＿名 12月＿＿名 1月＿＿名

2月＿＿名 3月＿＿名 合計＿＿＿名

対象期間：＿＿＿年＿＿月＿＿日 ～ ＿＿＿年＿＿月＿＿日まで

報 告 日

事業者名


